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Ｒ６．４．１ 
 

曹友連合会会務処理要領（改訂版） 
 

会務処理要領作成の目的 
会務運営に必要な事項及び会則等で規定された手続きの要領について 

示し、会務処理の円滑化を図るため作成したものである。 
 

 使用上の留意事項 
会務処理要領は、根拠となる曹友連合会会則、曹友連合会運営細則、

各種規定、曹友連合会会務運営計画等に分かれて規定されているもの
を、手続きごとにまとめて理解を容易にしたものであるので、使用に 
当たっては、関係規則等をよく確認してもらいたい。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 改正意見等の通報 
   今後、更に充実したものにしていきたいと考えているので、改正意見

等がある場合は、曹友連合会本部（刊行事務局気付）に通報してもらい
たい。 

 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年４月１日 
曹友連合会本部 
 
 

曹友刊行事務局 
専用線：８－６－４８３５０ 
ＦＡＸ：      ４８３５２ 
ＴＥＬ：０３－５２６１－８６５０ 
ＭＡＩＬ： po-kyokucho@soyou.gr.jp 

【関係会則等】 

・ 曹友連合会会則 

・ 曹友連合会運営細則 

 

【関係規定】 

・ 曹友連合会褒賞規定 

・ 曹友連合会弔慰規定 

・ 曹友連合会協力者記念品贈呈規定 

 

【その他】 

 曹友連合会会務運営計画 
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会務処理要領目次 

 

区分 項目 通知（報告）時期 通知先等 頁 

中
央
調
整
機
能
（
報
告
） 

方面曹友会会則 

（駐屯地等曹友会は方面へ） 

改正の都度 曹友連合会長×１ 

刊行事務局長×１ 
３ 

方面曹友会会務運営計画 各方面前期評議会まで 
３ 

他自衛隊及び在日米軍の研

修等 

希望日の６０日前まで 曹友連合会長 
４ 

方面曹友会長経歴 

（駐屯地等曹友会は方面へ） 

交代後１０日以内 
５ 

駐屯地等曹友会現況表 

 

４月末及び８月末まで 方面曹友会長 
６ 

会誌モニター １２月１０日まで 刊行事務局長 
７ 

中
央
調
整
機
能
（
上
申
等
） 

第１級～第３級褒賞及び 

駐屯地褒賞（上申） 

授与日１カ月前まで 曹友連合会長 
８ 

ＪＳＳ顕彰の選考（上申） １１月中旬まで 
12 

ＵＳＯ顕彰の選考（推薦） ６月１日まで 

（授与日により変更有） 
15 

   
 

会
誌
及
び
会
計
関
連
（
通
知
） 

会員数の通知 ４月７日まで 

（変更は７日とするも８月１２月は月初） 

刊行事務局長 
19 

曹友連合会費の納付 翌月５日まで 
21 

会誌の贈呈数及び予備数  
23 

会員等死亡に伴う弔慰 その都度 
24 

方面取材員 ２月１０日まで 刊行事務局長 

（連合本部経由） 
30 
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【方面曹友会会則】 
 
１ 関係規則なし 
 
２ 目 的 
  方面曹友会の会則を把握し、金銭管理を含め会務の健全性を保持する。 
 
３ 提出期限 
  改正の都度速やかに 
 
４ 提出先 
  曹友連合会本部（幹事長気付）にデータで提出 
 
５ その他 
  曹友連合会の会則等との整合性を図る。特に金銭事故防止のため管理要 
領を含むものとする。 

 
【方面曹友会会務運営計画】 
 
１ 参考思料  

曹友連合会会務運営計画 
 
２ 目 的 
  方面曹友会の会務運営計画を把握し、会務調整の円滑化を図る。 
 
３ 報告期限 
  曹友連合会会務運営計画の示達後、各方面前期評議会まで 
   
４ 報告先（２部） 
  曹友連合会長（幹事長気付）及び曹友刊行事務局長 
 
５ 様 式 
  計画本部は、様式適宜の他、下記の予定表を添付 （○○○方面曹友会） 

 １／四半期 ２／四半期 ３／四半期 ４／四半期 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

全 般  

方 面             

ＧＰ等             

駐屯地等             

取材等             

等             
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【他自衛隊及び在日米軍等の研修】 
 
１ 関係規則なし 
 
２ 目 的 
  他自衛隊、在日米軍等の研修に関して、状況により相談役等に報告す 
るとともに、曹友連合会本部として必要な調整により円滑化を図る。 

 
３ 調整時期 
  曹友連合会本部を通じて調整が必要な場合は研修日の６０日前までに通
知 
 
４ 調整先 
  曹友連合会長（幹事長気付） 
 
５ 調整系統図 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研修先 
他自衛隊・在日米軍等 

曹友連合会本部 

方面曹友会 

研修実施駐屯地等曹友会 

顧問・相談役 

名誉会長・相談役 

必要性があれば調整 

情報提供 

連絡   調整 通知 

報告 

報告 

報告 

６０日前 
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【方面曹友会長経歴】 
 
１ 関係規則なし 
 
２ 目 的 
  各方面曹友会長の経歴を掌握し、代表評議員として曹友連合会の会務 
調整の円滑化を図る。 

 
３ 報告時期 
  会長交代後１０日以内 
（訓練等により報告できない場合はその限りではない。） 

 
４ 報告先 
  曹友連合会長（幹事長気付） 
 
５ 様 式 

○○方面曹友会長 駐屯地等名 市ヶ谷 

氏名 曹
そう

友
ゆう

 太郎
た ろ う

 性 別 男・女 

生年月日 昭和４９年８月８日 年 齢 ５０歳 

任用区分 

（期別） 

自衛官候補生 

（  曹候１１０期  ） 

職種 野戦特科 

所 属 第３２普通連隊第４中隊 階級 曹 長 

内線連絡先 

（携帯） 

８－６－４８３５０ 

（８－１２３４－１２３４）同意があれば記入 

曹友会関連 

勤務歴 

○○駐屯地曹友会事務局長（Ｈ１０．１０～１２．８） 

○○方面曹友会事務局長（Ｈ１３．４．１～１６．８．１２） 

曹友会褒賞歴 曹友連合会第２級褒賞（Ｈ１７．３．９） 

※確認後、個人情報に該当するものは速やかに破棄 
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【駐屯地等曹友会現況表】 
 
１ 関係規則なし 
 
２ 目 的 
  駐屯地等曹友会役員等を把握し、会務調整の円滑化を図る。 
 
３ 報告期限 
  ４月末及び８月末 
 
４ 報告先 
  各方面曹友会（連合会本部として必要があれば方面を通じて入手）。 
 
５ 様 式 
  方面曹友会が必要とする情報のうち、個人情報に該当しないものを基準 
 に様式適宜で保持する。 
※個人情報に該当する情報は、本人にその都度確認し、記録保持しない。 

 
６ 留意事項 
（１）保有する役員等の情報は個人情報に該当しないものとし、該当する 
  情報等があれば、報告後速やかに破棄する。 
（２）連絡先のうち携帯電話等の本人が個人情報として扱わなくてよいと認 

めた場合のみ任意で保持する。 
 
一例 

 
 
 
 
 
 

駐屯地等名 会長名
ふ り が な

 事務 局長名
ふ り が な

 
会計（担当

ふ り
）
がな

名 

会員数 

○○駐屯地 曹友太郎 曹友次郎 曹友三郎 １５００名 

所 属   

（中隊まで） 

第１偵察戦闘大隊

偵察中隊 

第１施設大隊 

第１中隊 

東方後方支援隊 

第１０４全般支援

大隊補給中隊 

連絡先（内線） 

ＦＡＸ 

８－００－００００ 

８－００－００００ 

８－００－００００ 

８－００－００００ 

８－００－００００ 

８－００－００００ 
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【会誌モニター】 
 
１ 関係規則 
  曹友連合会会務運営計画 
 
２ 目 的 

会誌の充実を図るため、会員及び会員家族の意見を聴取する。 
 
３ 報告期限 
  １２月１０日まで 
 
４ 通知先 
  曹友刊行事務局長 
 
５ 委嘱者 
  曹友連合会長 
 
６ 委嘱期間 
  当該年度１年間 
 
７ 委嘱人数（３０名） 
  各方面６名（内家族委嘱は１名） 
 
８ 様 式 

駐屯地等名 階級 性別 氏
ふり

 名
がな

 
生年月日 

（年齢） 

所属 

（中隊まで） 

連絡先 

（内線） 

○○駐屯地 １曹 男 曹
そう

友
ゆう

太郎
た ろ う

 

５１．５．２ 

（４８） 

○○総監部 

本部付隊 

８－１１ 

－１１１１ 

旅費等 

振込口座 
口座名義 銀行等名 支店名 店番（記号） 口座番号 

 ※ 個人情報に該当する部分は報告後速やかに破棄 

 
９ その他 
（１）委嘱時に記念品を贈呈する。 
（２）委嘱者が異動により駐屯地等を異とする場合も継続を基準とする。 
（３）毎月ＨＰよりアンケートに回答する。 
（４）アンケート結果は会誌の充実に反映するとともにＳＯＹＯＵ賞の選考 

に活用する。 
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【第１級～第３級褒賞及び駐屯地褒賞】 
 
１ 関係規則等 

曹友連合会褒賞規定 
 
２ 目 的 

曹友連合会の発展及び育成に寄与した会の役員、曹友刊行事務局に勤務 
する職員、方面、駐屯地等曹友会等の役員又は会の会員に対して、その 
労を褒賞することに関し必要な事項を定めるもの 

 
３ 上申基準数（端数処理） 
（１）第１級褒賞 必要数 
（２）第２級褒賞 駐屯地数 × ２５％ 
（３）第３級褒賞 駐屯地数 × ２０％（上限：会員数の０．０７％） 
（４）駐屯地褒賞 各方面×1 コ駐屯地 
 ※ 感謝の辞は褒賞規定にないので曹友刊行事務局長に一任（上申なし） 
 
４ 上申期限 

授与日の１カ月前まで 
 
５ 提出先 

曹友連合会長（方面曹友会長経由） 
 
６ 様 式 

別紙 
 
７ 上申・認定要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙第１～別紙第３ 

（事前承認） 
・ 筆頭相談役 
・ 総括相談役 
・ 主務相談役 

曹友連合会本部 

方面曹友会 

第１級褒賞上申 名誉会長 

駐(分)屯地曹友会 

第１級・第２級褒賞及び駐屯
地褒賞上申 
（授与日の１カ月前まで） 

決 裁 

第３級褒賞上申 
（授与日の１カ月前まで） 

第１級・第２級褒賞認定 
（上申確認後速やかに） 

第３級褒賞認定 
（上申確認後速やかに） 
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別紙第１ 
                                                                ○○○○第  号 

○○.○○.○○ 
 （認定者）     殿 
                     第 級褒賞上申・認定書 

 

曹友会等名称 
 
 駐屯地 

 
 

 

役 職 名 

 
 
 
 

 

在任期間 

年  月  日 
 

 年 

  月 年  月  日 

所属部隊名 

（駐屯地） 

 
 
 
 

階  級 

 
 
 
 

 
 ふ り が な 
氏    名 

 
 

  

 
現 
在の 
ま役 
で職 
 歴 

 
曹友会等名称 

 
駐屯地 

 
役 職 名      期     間 

 
 

 
 

 
 

 
～ 

 
 

 
 

 
 

 
～ 

 
過 
去褒 
の賞 

級 別 授与年月日 所属曹友会等    功 績 の 内 容 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
功 績 の 概 要        
 
上申の場合は別紙第３「功績調書」を添付する。 

 
 
 
 
 上記のとおり、第 級褒賞の功績に該当するので上申する。 
 
    令和  年  月  日 
 
             （上申者）役職名  階 級  氏   名  印 
 
 
  
  上記のとおり、第 級褒賞授与の功績に該当することを認定する。 
 
    令和  年  月  日 
 
             （認定者）役職名  階 級  氏   名  印 
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別紙第２ 
                                                                ○○○○第  号 

○○.○○.○○ 
 （認定者）     殿 

駐屯地褒賞上申・認定書 

 

 
駐屯地名称 

 
 
 
 

功績期間 
年  月  日  

      年間 
 年  月  日 

駐屯地等会長名 
そうゆうたろう 
曹 友 太 郎 

 
事務局長名 

そうゆうじろう 
曹 友 次 郎 
 

  
 過 
 去 
 の 
 褒 
 賞 

駐屯地褒賞受賞回数 受賞年月日 感謝の辞受賞回数 受賞年月日 
 
不明な場合は 
刊行事務局に確認 

 
 

 
 

 
 

 
功 績 の 概 要        
 
上申の場合は別紙第３「功績調書」を添付する。 
 
 
 

 
 
 上記のとおり、駐屯地褒賞の功績に該当するので上申する。 
 
    令和  年  月  日 
 
             （上申者）役職名  階 級  氏   名  印 
 
 
  上記のとおり、駐屯地褒賞授与の功績に該当することを認定する。 
 
    令和  年  月  日 
 
             （認定者）役職名  階 級  氏   名  印 
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別紙第３ 

功績調書 

 

曹友会等名称 
 
 駐屯地 

 
 

 

役  職  名 

 
 
 
 

 

在任期間 
   年  月  日 

 
  年 
 
    月 

年  月  日 

所属部隊名 

（駐屯地） 

 
 
 
 

階 級 

 
 
 
 

 

ふりがな 

氏    名 

 
 
 
 

 
 

 
調     書 
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【ＪＳＳ（曹友連合会若年会員顕彰）顕彰の選考】 
 
１ 関係規則等 

曹友連合会会務運営計画 
 
２ 目 的 
  功績等のあった若年会員を把握し、顕彰受賞者の選考に資する。 
 
３ 資格要件 
（１）３５歳（上申時）以下の正会員 
（２）曹友連合会が目的としている活動（事業）に特に貢献した者 
（３）曹友連合会又は隊務を通じて後継者の育成に特に貢献した者 
（４）地域住民との一体化を図ることに特に貢献した者 
 
４ 上申者数 
  各方面４名基準（市ケ谷駐屯地曹友会は１名） 
 
５ 提出期限 
  １１月中旬まで 
 
６ 提出先 
  曹友連合会長（方面曹友会長経由） 
 
７ 様 式 
（１）別紙第 1「ＪＳＳ顕彰者上申書」 
（２）別紙第２「経歴書」 
 
８ 決定通知要領 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

添付書類：別紙第１～第２ 
 

曹友連合会本部 

方面曹友会 

駐(分)屯地曹友会 ・名誉会長 
・所属部隊長 

受賞者 

上申 

伝達 

報告 

決定通知（１２月中旬） 
上申 

決定通知 
（１２月中旬） 

名誉会長 
報告 
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別紙第１ 

 
○○○第○○○号 

○○．○○．○○ 
 曹友連合会長 殿 

  

                 ＪＳＳ顕彰者上申書 

 

曹友会名称等  役 職 名  

所属部隊等名  補 職 名  

ふりがな 

氏 名 
 

生年月日 

（年 齢） 
 

階 級 

(昇任年月日) 
 

認識番号  

性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

 

連 絡 先 携帯：任 意 内線： 

功績の概要 

功績はより具体的に 

 

 
上記のとおり、顕彰の功績に該当するので上申する。 

 
    令和  年  月  日 

 
            ○○方面曹友会長 階級  氏 名  

    

印 

次の要件に該当する功績を記載 
➣会員相互の団結  ➣連帯感の高揚 
➣地域社会に寄与  ➣地位役割の向上 
➣後継者育成    ➣地域住民との一体化 
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別紙第２ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ※個人情報に該当するものは、上申及び選考終了後速やかに破棄 

 
 
 
 

〒

携　帯：

〒

ＴＥＬ：

～

～

～

　

本 籍 地

出 身 地

年　　齢

性　　別

補職名： 内　線：

駐屯地

期　　間

年　月　日 所　　　　　属

留守担当者（続柄）：

曹友会関連
の経歴

主要部隊
勤 務 歴

役　職　等

氏　　名

任用区分

所　　属

（　　　．　．　　）

留 守 宅

ふりがな

生年月日

階　　級
（昇任年月日）

認識番号

職　　種

写真
３．５×４．５㎝

冬服又は第１種夏服
無　帽

第１ボタンを下端

駐屯地名経　　歴　　書

現 住 所

任　意
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【ＵＳＯ顕彰の選考】 
 

１ 関連規則等 

曹友連合会会務運営計画 

 

２ 目 的 

  日米友好親善に貢献した会員を選出し、ＵＳＯ Ｊａｐａｎへの上申に

資する。 

 

３ 選考基準 

  次のＵＳＯの選考基準を満たし、日米友好親善に貢献した会員 

階級（ランク）︓２曹（Ｅ６）基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 上申者数 

  各方面１名基準（市ケ谷駐屯地曹友会は１名） 

 

５ 提出期限 

  ６月１日まで 

 

６ 提出先 

  曹友連合会長（方面曹友会長経由） 

 

７ 様 式 

（１）別紙第 1「ＵＳＯ顕彰者上申書」 

（２）別紙第２「経歴書」 
 

添付書類：別紙第１～第２、別図 

【ＵＳＯの選考基準】 

➣ プロフェッショナル面で自己啓発の著しい成果を収めた者 

➣ 個人で表彰を授与された又は個人的目標達成を成し得た者 

➣ ボランティア活動に貢献をなされた者 

➣ ＵＳＯ、ボーイスカウト、赤十字、アウトリーチ団体、その他のコミュニテ

ー・リレーションズ（広報活動）におけるボランティア活動に参加し地域社会

に貢献をなされた者 

➣ 指導力がある者 

➣ 良きお手本として同僚から評価をされている者 
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別図 

選考・決定通知要領 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

曹友連合会本部 

・名誉会長 
・所属部隊長 

上申 

上申（７月上旬） 

駐(分)屯地曹友会 

名誉会長 
報告 

受賞者 

ＵＳＯ Ｊａｐａｎ 

【臨時代表評議会】 
・曹友連合会長 
・代表評議員 

上申者選考 

方面曹友会 

顕彰式案内 
（７月下旬） 

案内通知 
（８月上旬） 

上申（６月１日まで） 

案内通知 

案内通知 
報告 



17 
 

別紙第１ 

 
○○○第○○○号 

○○．○○．○○ 
 曹友連合会長 殿 

            ＵＳＯ顕彰者上申書 
 

曹友会名称等  役 職 名  

所属部隊等名  補 職 名  

ふりがな 

氏 名 
 

生年月日 

（年 齢） 
 

階 級 

(昇任年月日) 
 

認識番号  

性 別 男 ・ 女 

住 所 

〒 

 

 

連 絡 先 携帯：任意 内線： 

功績の概要 

 

 

 

 
上記のとおり、顕彰の功績に該当するので上申する。 

 
    令和  年  月  日 

 
            ○○方面曹友会長 階級  氏 名  

 

 
 
 

印 

ＵＳＯの選考基準に該当する功績及び日米友好親善
に係わる功績を記載 
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別紙第２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（記載例） 

※個人情報に該当するものは、上申及び選考終了後速やかに破棄 
 
 
 
 

外　線：

内　線：

〒

携　帯：

〒

ＴＥＬ：

～

～

～

留 守 宅

ふりがな

生年月日

階　　級
（昇任年月日）

認識番号

職　　種

写真
３．５×４．５㎝

冬服又は第１種夏服
無　帽

第１ボタンを下端

駐屯地名経　　歴　　書

現 住 所 　

ローマ字

任用区分

所　　属

（　　．　．　　）

氏　　名

　

　
　

曹友会関連
の経歴

主要部隊
勤 務 歴

役　職　等

家族構成

留守担当者（続柄）：

期　　間

年　月　日 所　　　　　属

　 　

駐屯地

　

　

本 籍 地

血 液 型
（ＲＨ）

　

年　　齢

性　　別

補職名：

　

出 身 地

　任 意 
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【会員数の通知】 
 
１ 関係規則等 

  曹友連合会会則第７条、曹友連合会運営細則第３条 

 

２ 目 的 

  会費の納入額決定の基準とするため。 

 

３ 通知期限 

  ５月号会誌配本数（会員数）を４月７日まで 

※ 会員数に変更があった場合は、毎月７日までにとしますが 

８月及び１２月は休暇の都合、月初には通知をお願いします。 

 

４ 通知者 

  駐屯地等曹友会長 

 

５ 通知先 

  曹友刊行事務局長 

 

６ 通知手段 

（１）通知フォーマットによるデータ送付 

３月始めに方面曹友会経由で送付する通知フォーマットを使用 

（２）電話による通知 

通知期限後（４月７日）以降に会員数の変更があった場合は曹友刊行 

事務局へ電話通知 

 

７ 様 式 

  曹友連合会運営細則第３条別紙第１「曹友連合会会員数通知書」 

 に準ずる。 

 

８ 注意事項 

（１）異動予定者又は昇任予定者数を可能な限り把握する。 

（２）会誌の予備数及び贈呈数は会員数に含めない。 

 
 
 
 
 
 
 
添付書類：別紙 
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別 紙 

会員数通知書記入要領（例） 
 

駐屯地等名 市ヶ谷駐屯地 

５月会誌配本数

（会員数） 

会員区分 区分の内容 会員数 

正会員 陸曹長以下 ２００ 

特別会員 准陸尉 ３ 

準会員 希望する陸士 ０ 

計 ２０３ 

通知者 

（役職） 
曹友会長  

氏
ふり

 名
がな

 曹
そう

友
ゆう

太郎
た ろ う

  

連絡先 

（内線） 
８－６－４８３５０  
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【曹友連合会費の納付】 
 

１ 関係規則等 

  曹友会会則第８条、曹友連合会運営細則第４条 

 

２ 目 的 

  納付要領を徹底し、適切な金銭管理に期する。 

 

３ 納付期限 

  翌月５日まで 

 

４ 納付先 

  曹友刊行事務局 

 

５ 納付要領 

(1) 口座振替又は払込取扱票による振込み。 

(2) 複数月を一括納付する場合は、「払込取扱票」通信欄に内訳を記載 

 

６ 会員数通知との関係 

 【５月号通知例 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類：別紙 

４月７日まで：会員数の通知 

６月５日まで：５月号分納付 

７月５日まで：納付状況を各方面に情報提供（曹友刊行事務局より） 

７月 

４月 

５月 

６月 

 ４月の通知で５月号分の納付額を算定 
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別紙 

連合会費の納付要領（参考） 
１ 会誌発行月の翌月の５日までに（例 ６月分の納付は７月５日まで）「払込取扱票」

（赤線伝票）又は通帳にて曹友刊行事務局まで振り込みをお願いします。 

２ 令和５年１月２２日より払込取扱票の手数料がなくなったことから、これまで手数料

１１０円を引いて納付していただきましたが、今後はそのままの金額（例 会員数×３０

０円）を納付してください。 

 

【これまで】 

会員３００名の場合  ３００円×３００―１１０  ８９，８９０円 

 

【今 後】 

会員３００名の場合  ３００円×３００      ９０，０００円 

 

※払込取扱票の場合に限る 

 

※通帳やカードでの納付はこれまで通り１００円の手数料がかかります。 

９０，０００－１００円   ８９，９００円 

 

 

 

 

 

「払込取扱票記入要領（例）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４～６ １６３０ 489,000 

４８９０００ 

0 
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【会誌の贈呈数及び予備数】 

 

１ 関係規則等 

曹友連合会会則第１１条及び曹友連合会運営細則第７条 
 

２ 目 的 
（１）部隊長等贈呈 

相談役等に会誌を贈呈し、曹友会活動への理解促進を図る。 
（２）会員予備 

   会員数を基準として会員予備を配布して、会員数の変動に対応する。 
 

３ 配布基準 

（１）部隊長等贈呈 

   曹友連合運営細則第７条別紙第４「会誌「ＳＯＹＯＵ」配布基準」に 
よる。 

（２）会員予備 

   会員数１００人に対し１冊とし、変動数が会員予備数を超えた場合、 
曹友刊行事務局への通報により追送する。 

 
４ 注意事項 
  贈呈数及び予備数の調整は、曹友刊行事務局長との調整による。 
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【会員等死亡に伴う弔慰】 
 

１ 関係規則等 

曹友連合会弔慰規定 

 

２ 目 的 

会員及び配偶者の死亡に際し、曹友連合会として弔意を表する。 

 

３ 弔慰の種別 

（１）会 員 

弔慰金、弔電及び会誌掲載 

（２）配偶者 

弔電 

 

４ 通知時期 

発生の都度、速やかに 

 

５ 通知先 

当該方面曹友会及び曹友刊行事務局 

 

６ 提出書類等 

（１） 別紙第１「会員死亡に伴う弔電発信通知書」 

（２） 別紙第２「会員死亡に伴う弔慰金給付申請書」 

（３） 別紙第３「会員の配偶者死亡に伴う弔電発信通知書」 

（４） 別紙第４「弔電案文」 

（５） 別紙第５「弔電・弔慰金処置要領」 

 

７ 弔電・弔慰金処置要領 

  別紙第５による。 

 

８ 注意事項 

個人情報の保護のため、会誌掲載時は会員遺族の承諾を得る。 

 

 

 

 
 

添付書類：別紙第１～別紙第５ 
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別紙第 1 
                                 №      
 
 ○○方面曹友会長 
 曹友刊行事務局長 

会員死亡に伴う弔電発信通知書 

〇〇駐（分）屯地曹友会  

駐（分）屯地名  

会 員 氏 名  性 別 男・女 

所 属 部 隊 等  

階 級  職 種  曹侯等期別  

生 年 月 日       年   月   日 （  歳） 

死 亡 年 月 日       年   月   日 

喪  主 

氏 名  続 柄  

住 所 

〒 

 

           ℡（          ） 

通  夜 

日 時  

斎場等  

住 所 

〒 

 

          ℡（          ） 

告 別 式 

日 時  

斎場等  

住 所 

〒 

 

           ℡（          ） 

会 誌 掲 載 の 希 望 有     無     調整中 

注：１ 会誌掲載希望の有・無を会員遺族に確認するものとする。 
  ２ 弔電発信通知書の提出はＦＡＸによるものとする。 
  ３ 通知先電話番号（曹友刊行事務局） 
    専用線ＦＡＸ：８－６－４８３５２（自動受信） 
    ＮＴＴＦＡＸ：０３（５２６１）８６５８（直通） 
    ＮＴＴ回線：０３（５２６１）８６５０ 
 
 

殿 
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別紙第２  
                            №      
 
 曹 友 連 合 会 長           殿  
  （曹友刊行事務局長気付）  
         

会員死亡に伴う弔慰金給付申請書  
 

○○駐屯地曹友会  

駐屯地名  
 
 

会 員 氏 名         
 
 

性  別  男・女  

所 属 部 隊 等         
 
 

階       級  

 特別昇任  

職  種  

 
 曹侯等  

期別  

 
   

有・無  

生 年 月 日         年    月    日  （    歳）  

死 亡 年 月 日         年    月    日  

 
喪   主  

 

氏  名  
 
 

続  柄  
 
 

住  所  
〒  
                    ℡（           ） 

 
通 夜     

 

日  時  
 
 

斎場等  
 
 

住  所  
 

 
告 別 式     

 

日  時  
 
 

斎場等  
 
 

住  所  
〒  
                  ℡（           ） 

弔慰金  
送り先  

（振込先）  
 

氏   名    
（口座名）  銀行等名  

 

支店名   店 番   
（記号）  

 

口座番号   

住  所  〒  
 
℡（           ）  

弔電発信通知の可否  可       否             調整中  
会誌掲載の可否  可       否             調整中  

専用線ＦＡＸ：８－６－４８３５２（自動受信） 
    ＮＴＴＦＡＸ：０３（５２６１）８６５８（直通） 
    ＮＴＴ回線：０３（５２６１）８６５０ 
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別紙第３ 
                                 №      
 ○○方面曹友会長 
 曹友刊行事務局長 

会員の配偶者死亡に伴う弔電発信通知書 

〇〇駐（分）屯地曹友会  

駐（分）屯地名  

会 員 氏 名  性 別 男・女 

所 属 部 隊 等  

配 偶 者 氏 名  

配偶者生年月日       年   月   日 （  歳） 

死 亡 年 月 日       年   月   日 

喪  主 

氏 名  続 柄  

住 所 

〒 

 

           ℡（          ） 

通  夜 

日 時  

斎場等  

住 所 

〒 

 

          ℡（          ） 

告 別 式 

日 時  

斎場等  

住 所 

〒 

 

           ℡（          ） 

備   考   

注：１ 弔電発信通知書の提出はＦＡＸによるものとする。 
２ 通知先電話番号（曹友刊行事務局） 
  専用線ＦＡＸ：８－６－４８３５２（自動受信） 

    ＮＴＴＦＡＸ：０３（５２６１）８６５８（直通） 
    ＮＴＴ回線：０３（５２６１）８６５０ 

 

殿 
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別紙第４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ －

① ② ③ ④ ⑤

配達指定日 月 日

弔　　　　電　　　　案　　　　文

ご
逝
去
の
報
に
接
し
大
変
驚
い
て
お
り
ま
す 

  

在
り
し
日
の
お
姿
を
偲
び
曹
友
連
合
会
会
員
一
同 

  

よ
り
心
か
ら
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す 

陸
上
自
衛
隊 

曹
友
連
合
会 

  
 

 
 

 
 

曹

友

連

合

会

長 
 

 
 

 
 

 

〇
〇
方
面
曹
友
会
長 

 
 

 
 

 
 

曹
友
刊
行
事
務
局
長 

 
曹
友
連
合
会

会

一

心
か

ご
冥
福
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別紙第５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各方面曹友会等ＦＡＸ】 
ＮＡ ８－１１－３８７３ 
ＮＥＡ８－２１－５３２２ 
ＥＡ ８－３７－４４５５ 
ＭＡ ８－７３－３１７５ 
ＷＡ ８－９９－３４５９ 
市ヶ谷８－６－４７０３９ 
曹友刊行事務局 
   ８－６－４８３５２ 
 
 

弔電・弔慰金処置要領 

駐屯地経由又は直接振込 

支払い系統 

通知・請求系統 
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【方面取材員】 
 

１ 関係規則 

  曹友連合会会務運営計画 

 

２ 目 的 

  各方面に当該年度の駐屯地特集が行われる都度に「方面取材員」を指定し、刊行事務

局員及び編集・ＨＰ幹事が実施している駐屯地取材等の一部の 

機能を担任させ、「会員が自ら創り、自ら育てる」の更なる具現化を図り、会の活性化

及び会誌の充実を図る 

 

３ 通知時期 

  ２月１０日までを基準（後期代表評議会） 

 

４ 報告（通知）先 

  曹友連合会長（曹友刊行事務局長気付） 

 

５ 委嘱期間 

  当該年度１年間 

 

６ 委嘱人数 

  ５名（各方面×１） 

７ 様 式 

方 面 駐屯地 所 属 階級 性別 氏
ない

  名
せん

 連絡先 振込口座 

例 市ヶ谷 中業支総務部総務課 １曹 男 曹友太郎
そうゆうたろう

 8-6-48350 

口座名義 そうゆうたろう 

ゆうちょ銀号店番 

記号○○－口座○○○○○○ 

北 方        

東北方        

東 方        

中 方        

西 方        

 


